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乾杯は乳製品で！！乳製品乾杯条例推進中！

乾杯条例協力店一覧乾杯条例協力店一覧
　昨年 12月に制定された小美玉市「乳製品で乾杯」を推進する条例の協力店をお知らせします。市内で会食
等により乾杯が行われる場合は、ぜひ乳製品のご注文をお願いします。

店　名 電　話 住　所 配　達 持　込
南欧風味堂　桝屋 0299-36-7280 堅倉 1445-2 ○ ×
魚貝旬菜　かなざわ 0299-46-3262 羽鳥 1294-2 ○ ○
（有）かと家 0299-48-1234 堅倉 987-1 ○ ○
旬菜　一菜一心 0299-48-0933 江戸 185-6 ○ ○
御食事処　はるみ 0299-48-1754 西郷地 1667-60 ○ ○
梅久 0299-26-3600 栗又四ケ 2400 ○ ○
小月庵 0299-58-2103 小川 1387 ○ ○
（有）橋本旅館 0299-58-2038 中延 1 ○ ○
お食事処　ながき 0299-47-0054 中野谷 108 ○ ○
とんかつ  たやま  美野里店 0299-48-0255 堅倉 1615-34 ○ ○
（有）みのりの森  レストラン
キャトルセゾン 0299-35-7300 部室 1068 ○ ○

空のえき　そ・ら・ら　レストラン 0299-56-5677 山野 1628-44 ○ ○
みらく 0299-58-4434 上玉里 1300-1 ○ ○
みすず 0299-58-4181 中延 643-3 × ○
海鮮食事処　いしざき 0299-58-5524 中延 595-1 ○ ○
とんかめ 0299-58-0500 下馬場 703-2 ○ ○

●乾杯条例推進のため割引期間があります。
　割引期間：平成 27年 1月から平成 27年 12月 31日まで
　　　　　　※但し、期間後もキャンペーン期間を設ける予定です。
●乾杯条例推進であれば割引対象となります。
●乾杯条例推進価格は（130ml）
　　・100 本以上・・・108 円 ( 税込み）
　　・100 本未満・・・120 円 ( 税込み）
　　※通常価格 153 円 ( 税込み）
　　※飲食店以外の地域の集会場や家庭で行う場合も、割引の対象となります。
●割引購入先はそ・ら・ら直売所および美野里売店です。

ヨーグルトの購入について

※今後も、引き続き協力店の募集をしておりますので、ご協力お願いします。 ※順不同

130ml

市内で会食
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広報小美玉

【問い合わせ】
小美玉ふるさと食品公社　☎：0299-56-6991
美野里売店　　　　　　　☎：0299-48-3150
農政課　畜産係　　　　　☎：0299-48-1111( 内線 1156・1157）
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学生のみなさまへ 4 月 1日 ( 水）から
平成27年度分    学生納付特例制度の受付が始まります

　日本国内に住むすべての方は、20 歳になった時から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料を納める
ことになっていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」
が設けられています。

○「納付」「学生納付特例」「未納」の違い

納　付 学生納付
特例

未　納

 年金受給資格
 期間に算入 ○ ○ ×
 年金額への
 反映 ○ × ×

○対象となる方
大学 (大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、
専修学校、各種学校 ( 修学年限が 1年以上の
課程）に在学する学生等で、ご本人の前年所
得が基準以下の方です。

○所得のめやす

118 万円 扶養親族等の数 × 38 万円

社会保険料控除等

　平成 27 年度分（平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月分）の申請は平成 27 年 4 月 1 日（水）から始まります。
受付場所・必要なものは下記のとおりです。準備ができたら早めに申請してください。

受付場所　小美玉市役所医療保険課
　　　　　　小川総合支所総合窓口課
　　　　　　玉里総合支所総合窓口課
必要なもの　①年金手帳（基礎年金番号通知書）
　　　　　　②学生証（有効期間にご注意ください） 
　　　　　　　または在学証明書（平成 27年度分は平成 27年 4月 1日以降発行のもの）
　　　　　　③印鑑（本人が自署する場合は不要です）
※退職（失業）した方が申請するときは、失業したことを証明する公的機関の証明書（雇用保険
　受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等）もご用意ください。

【注意事項】

申請書を市役所へご提出後、日本年金機構から概
ね 2～３か月後に審査結果が送付されます。年度
当初の申請については、前年所得が確定する 6月
以降に日本年金機構（年金事務所）で所得審査を
行うため、審査結果の送付がさらに遅くなる場合
があります。

平成 28 年 4月以降も学生で学生納付特例を希望
する場合は、平成 28 年 4月以降すみやかに申請
してください。

学生納付特例が承認された期間は年金額へ反映さ
れないため、追納（保険料の後払い）することで
将来の年金額を増やすことができます。追納の申
し込みにより、10 年以内の期間について、古い
期間から順に保険料を納付することができます。

・

・

・

追納しようとする月分の翌年度から起算して、3
年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保
険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされま
す。（例：平成 27 年度分の保険料⇒平成 30 年度
以降に追納する場合、加算額が上乗せされます。）

・

【問い合わせ】 医療保険課　国保年金係　☎：0299-48-1111（内線 1105）
水戸南年金事務所　　　　☎：029-227-3278
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平成 27 年度　納期のお知らせ平成 27 年度　納期のお知らせ
《納税には、口座振替が便利です》

納付期限 固定資産税 市県民税 軽自動車税
国民健康

保険税
介護保険料

後期高齢者

医療保険料

　４月３０日 第１期 第１期 (暫定）

　６月　１日 第 1期 第１期 ( 暫定）

　６月３０日 第１期 第２期 (暫定） 第２期 ( 暫定）

　７月３１日 第２期 第３期 第１期

　８月３１日 第２期 第４期 第３期 第２期

　９月３０日 第５期 第３期

１１月　２日 第３期 第６期 第４期 第４期

１１月３０日 第７期 第５期

１２月２５日 第３期 第８期 第５期 第６期

　２月　１日 第４期 第９期 第７期

　２月２９日 第４期 第１０期 第６期 第８期

◎『納税袋の全戸配布』は行いません
　納税袋が必要な方は、４月下旬に、収納課 ( 本庁 1階）および総合窓口課 ( 各支所 1階）、羽

　鳥出張所に備えますので、ご利用ください。

◎口座振替ができる金融機関
　常陽銀行・茨城県信用組合・水戸信用金庫・中央労働金庫・東日本銀行・筑波銀行・　

　新ひたち野農業協同組合・ゆうちょ銀行

納期内の納付に努めましょう

納付期限までに納付されない場合には、督促状や催告書をお送りします。

納付期限を過ぎると、納期内に納付した方との公平性を保つために、督促手数料や延滞金を納めていた

だくことになります。

【問い合わせ】　☎：0299-48-1111
固定資産税、市県民税、軽自動車税　………　税　務　課　(内線 1121 ～ 1127）

国民健康保険税　………………………………　医療保険課　(内線 1102・1103・1109）

後期高齢者医療保険料　………………………　医療保険課　(内線 1106・1108）

介護保険料　……………………………………　介護福祉課　(内線 3115 ～ 3117）

納税相談 ･口座振替手続き　…………………　収　納　課　( 内線 1186・1187）
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平成 27年度
県民交通災害共済加入申込み受付中

　県民交通災害共済は、万が一交通事故に遭われたときに、傷害の程度に応じて見舞金を
支給することを目的とした任意加入の共済です。

交通事故によるもしもの事態に備えて、家族そろって加入しましょう。

■加入できる方
市内に住民登録されている方（途中加入の場合も同様）
■対象となる事象
共済期間中における、国内の道路上を運行中の自動
車、バイク、自転車などの接触、衝突等に伴う人の
死傷
※事故等の内容によってはお支払いができない場合
もありますので、申請時にご確認ください。

■共済期間
平成２７年４月１日 ～ 平成２８年３月３１日
（４月１日以降の加入の場合は、加入申込日の翌日
から共済期間の末日まで）
■会費
一般 ９００円　　中学生以下 ５００円
※９月３０日以降の申込みの場合、会費はそれぞれ
半額となります。

■加入方法
下記窓口にて随時加入申込を受け付けております。
○小美玉市役所本庁１階  防災管理課（堅倉 835）
○小川総合支所１階  総合窓口課（小川 4-11）
○玉里総合支所１階  総合窓口課（上玉里 1122）
○羽鳥出張所（羽鳥 2263-70）
○四季の里出張所（部室 1106）

【問い合わせ】 防災管理課　市民安全係　☎：0299-48-1111（内線　1015・1016）

　４月１日（水）から夕方のチャイム放送時間が１７：００から１８：００に切り替わります。

夕方のチャイム放送が切り替わります夕方のチャイム放送が切り替わります

現在のチャイム放送時間
（10月１日から 3月 31 日まで）

4月 1日からのチャイム放送時間
（4月 1日から 9月 30 日まで）

朝
昼　　
夕方

朝
昼　　
夕方

　６：００
１２：００
１７：００

　６：００
１２：００
１８：００

【問い合わせ】 防災管理課　危機管理室　☎：0299-48-1111（内線 1013・1014）
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小美玉市まちづくり組織支援事業

４月３０日（木）申請書の提出締切

住民主体のまちづくりを推進しているため、まちづくり活動

団体に対し活動費の支援を行ってます。

◇まちづくり組織の認定要件　(以下のすべてに該当する組織）

①市民が知恵と汗を出し合って自主的に活動を推進していること
②活動内容が行政計画に沿っていること（公共的サービスの提供を担っていること）
③宗教、政治、営利活動を行わないこと

地域祭り、防犯パトロール、地域旧跡巡り、地区運動会、公園・花壇・道路の管理、盆踊り、文化財の
管理と整備、国際交流、生物調査、高齢者支援、ボランティア活動など

まちづくり委員会　　 　 （行政区エリアで活動）　・・・事業費 50％　上限 10 万円
学区まちづくり組織 　　 （小学校区エリアで活動）・・・ 事業費 70％　上限 50 万円
テーマ型まちづくり組織（公共的目的で活動）　　・・・事業費 50％　上限 10 万円

＊組織認定申請、事業補助金交付申請については、「まちづくり組織支援事業実施要項」を参照のうえ、
　申請書に必要事項を記入し関係書類を添えて市役所市民協働課へ直接提出をお願いします。
　なお、申請書の様式等は本市ホームページからもダウンロードできます。

◇募集期間　　 ４月１日 （水） ～４月３０日 （木）

◇審査方法　 まちづくり審査会の実施
（市民活動家・学識経験者・議会・行政代表者による審査機関が団体の提出資料と
　活動発表をもとに審査・決定します。）

◇補助金交付の採択要件 (以下の要件のすべてを満たす事業）

①行政計画に整合していること
②年度内に完全実施できること
③新たな取組みであること、または従来の取り組みを拡充強化すること
④市の補助金交付を重ねて受けないこと

◇補助金交付対象事業

◇補助金額

◇申請方法

【問い合わせ】 市民協働課　☎：0299-48-1111（内線 1253）
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　2月 21 日（土）小川文化センター（アピオス）の
大ホールにおいて、小美玉市まちづくり組織連絡会
（会長：中島 淨）主催による活動報告会が開催されま
した。活動報告会は、活動組織間相互の連携、情報
の共有化を図ることで、より大きなまちづくり組織
のネットワーク化の構築を目的としています。
　まちづくり認定組織の『江戸住宅町内会』『田中台
自治会』『話し方教室』『多文化共生グループおみた
まじん』『玉里小学校区コミュニティ』がそれぞれの
特色を活かし、日頃の活動成果を報告しました。

まちづくり活動報告会がまちづくり活動報告会が
開催されました！開催されました！

話し方教室　朗読劇「嫁と姑」 多文化共生おみたまじん 玉里小学校区コミュニティ

田中台自治会

江戸住宅町内会
まちづくり
委員会

まちづくり
委員会

テーマ型
まちづくり
組織

テーマ型
まちづくり
組織

学区
まちづくり
組織

I hope all is going well with you. February 
marks my 7th month here in Japan. It has 
been a very busy month. 
I started out the month by celebrating my 
birthday and attending the international 
festival in Chiba. I also was able to celebrate 
Setsubun in Ishioka on February 3rd. 

On February 10-11, I went to Nagano where 
I saw the snow monkeys, shrines, onsen, 
and many other places. I would highly 
recommend you go sometime if you have 
never been.

A t  the  end  o f  February  I  made  an 
unplanned trip back to the U.S. to celebrate 
the passing of my grandma. Although it 
was nice seeing my family, I am happy to 
be back here in my second home Omitama. 
Once again thank you for all you do for me 
and this great community of Omitama.

皆さんの身の回りのことがうまく行っていることを祈ってい
るところですかいかがでしょうか？ 2月で日本に来て 7ヶ月
が過ぎました。2月はとても忙しい月となりました。
２月は自分の誕生日のお祝いにはじまり、千葉で行われた国
際交流フェスティバルに参加しました。また、２月３日には
石岡で節分祭に参加してきました。
２月 10日から 11日にかけて長野に旅行をしてニホンザルや
神社、温泉などを見てきました。行ったことのない方には
是非お勧めしたいと感じました。
2月の終盤には祖母が亡くなり予定外にアメリカに帰国しま
した。ですが、家族と会ういい機会とさせてもらいました。
そしてまた第二の故郷小美玉市に戻ってくることができて幸
せを感じています。改めて温かい小美玉市民およびそのおも
てなしに感謝します。

Take Care, Jeff rey M. Haaga

千葉市の研修で宇宙服の体験千葉市の研修で宇宙服の体験 長野で初の日本旅館を体験長野で初の日本旅館を体験
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平成 27 年４月１日（水）から、下水道利用区域が
拡大されます。
新たに拡大された区域は、小川処理分区の野田地区
の一部、美野里処理分区の竹原地区の一部、玉里処理
分区の上玉里、栗又四ケ、田木谷、東田中地区のそれ
ぞれ一部で、次の図（青色部分）のとおりです。
下水道は、私たちの生活環境を快適にするだけでな
く、水質汚濁を防止し地域環境を豊かにするもので、
市民の皆さんに利用していただくことで初めてその目
的を達成することができます。

市では、供用開始後 3年以内に接続される方への
排水設備工事費助成金（※１）の交付または水洗化
工事資金の融資あっ旋および利子補給制度（※２）
を設けています（新築に係る工事を除く）。
下水道整備の目的をご理解いただき、早期接続を
お願いします。

※１　供用開始後
　　１年以内の工事：40,000 円
　　３年以内の工事：20,000 円
※２　市が借入利子の全額を補給

《受益者負担金について》

　今回、供用開始した区域にお住まいの方
や土地を所有している方には、平成 27 年度
から受益者負担金を納付していただくこと
となります。
　「受益者負担金」は、下水道が利用できる
区域の皆さまに、下水道施設の建設費用の
一部を負担していただく制度です。詳しく
は、下水道課までお問い合わせください。

小川処理分区　野田地区

玉里処理分区　上玉里・栗又四ケ・田木谷・東田中地区

美野里処理分区　竹原地区

【問い合わせ】 下水道課　業務管理係　☎：0299-48-1111（内線 2121・2122）

公共下水道の供用開始区域が拡大されます公共下水道の供用開始区域が拡大されます
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【問い合わせ】 小美玉市医療センター（指定管理者：医療法人財団　古宿会）　☎：0299-58-2711
医療保険課　地域医療推進係　　　　　　　　☎：0299-48-1111（内線 1107）
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シニアエンジョイクラブ
参加者募集

いつも生き生き！充実した毎日を ･･･

☆ 65 歳以上のシニアのための教室です☆

「いつも家に居ることが多い」

「何かを始めたいけど、何をしたらいいかわからない」という方必見です！！

閉じこもりを予防し、毎日を生き生きと生活することを目的として行う介護予防教室です。

楽しいことが盛りだくさんで、今後の趣味活動につながるような内容になっています。様々

なことを体験して、毎日の生活に刺激を与えてみませんか。

5 月 26 日
パステルカラーで絵をかこう♪

※材料代 800 円程度自己負担あり

6 月　2 日
シースルークレイフラワー　　

粘土で自分だけの作品を作ってみよう！

※材料代 1,000 円程度自己負担あり

6 月　9 日 リラックス体操　　

6 月 16 日
シースルークレイフラワー　　

前回の作品を完成させます♪

6 月 23 日 リラックス体操　　

ボールを使って簡単な体操を行います！7 月　7 日

7 月 14 日
薬膳料理を作ってみよう！　　

※この日のみ、10：00 ～ 12：00

7 月 21 日
リラックス体操　

心も身体もリラックス♡
7 月 28 日
8 月　4 日
8 月 18 日 小物作り 簡単なのにとってもかわいい！

※材料代３００円程度自己負担あり8 月 25 日

【対象者】65 歳以上の要支援・要介護認定を

　　　　  受けていない方

【時   間】13:30 ～ 15:00

【場   所】羽鳥公民館　　

　　　　※送迎を希望される方は、ご相談ください

【定   員】２０名

　　　　（定員を超えた場合は、抽選になります）

【費   用】安全保険加入代として、800 円程度の

　　　　自己負担があります

　　　　その他に、左記材料代の負担があります

【申込締切】　4 月 17 日（金）

初めての方も
大歓迎

✿ 5/26 ～ 8/25　毎週火曜日　　全 12 回コース

自主講座 リズム＆ストレッチ会員募集！
【練習日】1か月に 2～ 3回。土曜日（10：00 ～ 11：50）
【場　所】農村女性の家
【講　師】日下　玲子　先生
【会　費】月　2,000 円

【問い合わせ】まえこば  よしこ  ☎：090-6945-3554
　　　　　　※体験・見学自由です。お待ちしています。

【問い合わせ】 介護福祉課　☎：0299-48-1111（内線 3114）

春に向けて、健康と体力をとり
もどしませんか？
音楽にのってウォーキング。
およそ 5,000 歩！
ストレッチ体操とおしゃべりで
ストレス解消
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「最近よくつまずくようになった・・」
「体力が落ちてきて疲れやすくなった」
そんな方におすすめの教室です！！

【対象者】65 歳以上の要支援・要介護認定を受けていない

　　　　小川・玉里地区在住の方

【日　程】6 月 4 日～ 9 月 24 日までの毎週木曜日 ( 全 16 回）

　　　　※お盆期間中８月１３日を除く

　　　　☆教室終了 1 か月後の 10 月 29 日に

　　　　　 フォローアップ教室を行います！

【時　間】13：30 ～ 15：00

【場　所】玉里保健福祉センター

　　　　※送迎を希望される方は，ご相談ください

【定　員】25 名　（定員を超えた場合は、抽選になります）

【費　用】安全保険加入代として、800 円程度の負担があります

【申込締切】4 月 17 日（金）

いつまでも健康で自立した生活を送ることができるよう、運動機能を

高めることを目的とした教室です。

簡単にできるストレッチや、楽しいレクリエーションなどを行います。

ぜひ、この機会に参加してみませんか。

いきいき健やか運動クラブいきいき健やか運動クラブ参加者募集！

講師には
スマイルハートさんを
お迎えします！

　市民文化祭のイベント部門を一緒に企画・運営してくれるスタッフを
募集しています。小美玉市が好き、楽しいことが好き、お祭りが好き…
どんな方でも大歓迎！文化祭を一緒に創ってみませんか？今年もさらに、
お客さまがあふれ、賑わいのある市民文化祭を開催するためにも、皆さ
んのご協力をお待ちしています。
【人　数】若干名（市内にお住まいの方に限らせていただきます。）
【対　象】18 歳以上（ただし、高校生を除く）
　　　　※交通手段を確保できる方に限ります。
　　　　（企画運営委員会・イベント部会等の会議は、
　　　　　市内公共施設において、年間 4回程度行います。）
　　　　　また、未成年の方は、保護者の同意が必要となります。
【役　割】第 10 回小美玉市民文化祭企画運営委員会
　　　　イベント部会の委員として、企画・運営を行う。
【内　容】・市民文化祭全体の企画運営、広報宣伝活動
　　　　・市民文化祭を盛り上げる主に屋外を活用したイベントの企画運営
　　　　・企画運営委員会、イベント部会等の会議への出席（年間 4回程度を予定）
　　　　・その他必要に応じた運営協力等
【募集締切】4月 30 日（木）
【申込方法】氏名、住所、電話番号を下記までお知らせください。 ▲【実際行われたイベントの様子】

第 10回小美玉市民文化祭
「イベント部会の企画運営委員」募集！！募集！！

【問い合わせ】 介護福祉課　☎：0299-48-1111（内線 3114）

【問い合わせ】 四季文化館（みの～れ）　　　　☎：0299-48-4466（直通）
小川文化センター（アピオス）　☎：0299-58-0921（直通）
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その他の施設 面積区分使用料

施設名 利用区分 全面使用 半面使用 4分の 1使用 4分の 1未満使用

1 太陽の
ひろば

(1）専有活動 10,000 5,000 2,500 1,500
(2）営利・宣伝・
　  営業活動

20,000 10,000 5,000 3,000

(3）販売活動 (2）の区分の使用料に売上の 100 分の 10 に
相当する額 (10 円未満切捨て）を加算した額

2 イベント
ひろば

(1）専有活動 5,000 2,500 1,250 1,000
(2）営利・宣伝・
      営業活動

10,000 5,000 2,500 2,000

(3）販売活動 (2）の区分の使用料に売上の 100 分の 10 に
相当する額 (10 円未満切捨て）を加算した額

3 マルシェ
ひろば

(1）専有活動 10,000 5,000 2,500 1,500
(2）営利・宣伝・
      営業活動

20,000 10,000 5,000 3,000

(3）販売活動 (2）の区分の使用料に売上の 100 分の 10 に
相当する額 (10 円未満切捨て）を加算した額

4 芝生 (1）専有活動 １㎡あたり１時間 100 円
(2）営利・宣伝・
      営業活動

１㎡あたり１時間 200 円

(3）販売活動 (2）の区分の使用料に売上の 100 分の 10 に
相当する額 (10 円未満切捨て）を加算した額

5 駐車場
( 臨時駐
車場 を
含む）

(1）専有活動 100 円／台／ｈ
(2）営利・宣伝・
      営業活動 200 円／台／ｈ

(3）販売活動 300 円／台／ｈ
6
上記以外 １㎡あたり１時間 200 円

　空のえき「そ・ら・ら」の施設使用料の一部が、５月１日 ( 金）の申請から次のとおり改正となります。改正の
主な内容は、「その他の施設」の使用料を明確に定めるとともに、付属設備器具使用料を新設しました。
　なお、詳細は空のえき「そ・ら・ら」ホームページにてご確認ください。

ア  専有活動：金品の授受を伴わないが、場所を専有する場合
イ  営利・宣伝・営業活動：金品の授受を伴わないが、場所を専有し、申請者の利益につながる活動をする場合
ウ  販売活動：金品の授受を伴う場合。投げ銭を行う場合も含む。
エ  イベントひろばのステージのみを使用する場合は、４分の１使用の金額を適用する。ただし、ひろばを客席と
　  して専有する場合は、それを含めた面積区分使用料とする。
オ「４芝生」、「５駐車場」および「６上記以外」は、市長が特に認めた場合を除き原則的に貸し出しは行わない。

付属設備器具名 単位 使用料
（円）

ＰＡ機器 1 式 7,000
パワードミキサー 1 台 3,000
ダイナミック
マイクロフォン※有線

1 本 500

ワイヤレスマイクシステム 1 本 1,000
ＣＤ / ＭＤプレーヤー 1 台 500
マイクロフォンスタンド 1 本 100
メインスピーカー 1 台 1,000
モニタースピーカー 1 台 1,000
スピーカースタンド 1 台 100
電子ピアノ 1 台 1,000
プロジェクター 1 台 500
スクリーン 1 台 100
ホワイトボード 1 台 100
ポータブルアンプ 1 台 500
テント（ウェイト込み） 1 張 1,000
テント三方幕 1 張 300
パラソル（スタンド含む）1 式 300
パラソルスタンド 1 台 100
ウェイト 1 個 100
ウォータージャグ 1 個 50
ポールパーテーション 1 本 50
イーゼル 1 台 50
ドラムリール 1 個 50
姿見 1 台 50
キッチン設備 1 式 2,000
ガス炊飯器 1 台 200
持込ガス機器 1 台 200
持込電気機器 1 Kw 200

②地域再生拠点施設付属設備器具使用料単位：円 /日①地域再生拠点施設その他の施設使用料

※①に規定する利用区分において、「営利・宣伝・営業活動」および「販売活動」で利用する場合は付属設備器具
使用料は、２倍の額とする。

空のえき「そ・ら・ら」の
　　　　　使用料の改正について

【問い合わせ】 空のえき「そ・ら・ら」　☎：0299-56-5677
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４月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

 関連本駅弁の日

５月
日 月 火 水 木 金 土

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

・駅弁読本 美味しく学べる駅弁の歴史・風土・楽しみ
　　上杉　 剛嗣　著　枻出版社
・入門おとなの鉄道旅ドリル
　　種村　直樹　監修　 ダイヤモンド社
・鉄道物語 はじめて汽車に乗ったあの日
　　佐藤　美知男　著　 河出書房新社
・ジェイアール全路線なるほど事典
　　南　正時　著　実業之日本社
・駅の大図鑑 たんけんしよう！
　全国をむすぶ身近な交通
　　川島　令三　監修　ＰＨＰ研究所
・自分で作れる駅弁の味５８選     ブティック社

4 月 10 日は駅弁の日です。
洋数字の「4」と漢数字の「十」を合成すると
「弁」の字に見えることから、日本鉄道構内営
業中央会が 1993（平成５）年に制定しました。
日本初の駅弁登場は、1885（明治 18）年７月
16 日の宇都宮駅という説が有名ですが、夏は
弁当がいたみやすいため行楽シーズンの４月
が選ばれました。

玉里図書館よりお知らせ玉里図書館よりお知らせ
① 4月からおはなし会が第 2土曜日から、
　第 3土曜日に変更になります。
② 4月 1日より 18：00 閉館になります。

社社

Ａコース
4月 2日・16日　5月 21日

Ｂコース
4月 9日・23日　5月 14日・28日

＜移動図書館ふれあい号運行予定表＞

巡　回　場　所 時　間
　

小
川
・　

　

玉
里　

玉里保育園前 　9：30～ 10：00
老人ホームハートワン駐車場 10：45～ 11：10
野田官舎前　石崎商店駐車場 11：20～ 11：50

美
野
里

十二所公民館前 13：30～ 14：00
ミーム保育園 ( 羽鳥東）駐車場 14：15～ 15：00
エコス美野里店　駐車場 15：10～ 15：30

巡　回　場　所 時　間
清風台団地中央公園前 10：30～ 11：00
ケアハウスほうせんか駐車場 11：10～ 11：40
北浦団地公民館前 13：15～ 13：45
江戸住宅コミュニティセンター前 13：55～ 14：25
小美玉敬愛の杜　駐車場 14：45～ 15：20

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

４４
月月･･

５５
月
の
月
の

お
は
な
し
会

お
は
な
し
会

玉里図書館小川図書館

美野里公民館図書室

生涯学習センター（コスモス）１階　和室小川図書館　２階　多目的室

美野里公民館　２階　講座室

・4月 18 日（土）10:30 ～・5月 16 日（土）10:30 ～

・4月 25 日（土）10:30 ～・5月 23 日（土）10:30 ～

・4月 11 日（土）10:30 ～
・4月 25 日（土）10:30 ～
・5月   9 日（土）10:30 ～
・5月 23 日（土）10:30 ～

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

小　川　図　書　館 全日 9：30 ～ 20：00
　　　　　　　　　　　　祝日 9：30 ～ 17：00
玉　里　図　書　館 全日 9：30 ～ 18：00
美野里公民館図書室 全日 9：30 ～ 22：00
羽鳥ふれあいセンター 全日 9：30 ～ 22：00

開
館
時
間

＊■は小川図書館・玉里図書館・ふれあいセンター
　　　の休館日です。
＊■■は小川・玉里図書館が図書整理のため休館です。
＊■は美野里公民館の休館日です。
＊■は玉里図書館・美野里公民館・ふれあいセンター
　　　の休館日です。（小川図書館は開館）
＊■■は小川図書館の休館日です。
＊■■は羽鳥ふれあいセンターのみ開館です。

小美玉市図書館・図書室カレンダー
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平成 27年度自衛官募集案内
 受験種目受験種目 一般幹部候補生一般幹部候補生

応募資格

1   大卒程度試験
　 平成 28 年 4月 1日現在、次の各号のいずれかに該当する者
（1）22 歳以上 26 歳（学校教育法に基づく大学院の修士課程若しくは専門大学院の課程を修了し  
　た者又はこれに相当すると認められる者（平成 28 年 3月学位取得見込を含む。以下「修士課
　程修了者等」という。）にあっては、28 歳）未満の者
（2）20 歳以上 22 歳未満で、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。以下「大学」という。）
　を卒業した者（平成 28 年 3 月卒業見込みの者を含む。）又は外国における学校を卒業した場
　合で大学卒業に相当すると認められる者
２ 院卒者試験
　 平成 28 年 4月 1日現在、修士課程修了者等で、20 歳以上 28 歳未満の者
３ 大卒程度試験及び院卒者試験は、併願が可能です。

受付期間 平成 27 年 3月 1日（日）から 5月 1日（金）まで（締切日必着）

試験期日

第 1次試験：5月 16 日（土）筆記試験
　　　　　　5月 17 日（日）筆記式操縦適正検査（飛行要員希望者のみ）
第 2次試験：6月 16 日（火）から 6月 19 日（金）のうち指定する日
第3次試験：（海上・航空自衛隊の飛行要員のみ）：海・7月 13日から7月 17日のうち指定する１日、
空・7月 18 日から 8月 6日のうち指定する連続 6日間 

試験場
第１次試験：各都道府県ごとに実施します。 
第２次試験：陸上・海上・航空自衛隊別に全国の主要都市等で実施します。
第３次試験：（海上・航空自衛隊の飛行要員のみ）：２次試験合格者に通知します。 

＊詳しくは、下記までお問い合わせください。
１茨城県小美玉市百里１７０（航空自衛隊百里基地内）
　自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所  ☎：0299-52-1366
２茨城県水戸市三の丸１１－９
　自衛隊茨城地方協力本部募集課募集班  ☎：029-231-3315

『霞ヶ浦沿岸の生物 』ＤＶＤ上映会
　太陽を受けてきらめく霞ヶ浦。越冬中だった鳥は少し
ずつ北へ帰り、土手に咲くヒナギキョウが風に揺れ、蝶
がとまります。水際ではトンボが小さな虫を追って飛び
交う、心に残る霞ヶ浦の風景です。「小美玉生物の会」で
は霞ヶ浦沿岸で見られる生きものたちを撮影しＤＶＤに
まとめました。是非ご覧ください。

【日　時】　　４月 26日（日）　10：30 頃
【場　所】　　美野里公民館　研修室（自由参加・無料）
【主　催】　　小美玉生物の会
【問い合わせ】櫻井　　☎： 090-2650-2026　　
　　　　　　海老澤　☎： 090-4620-6113

♬会員募集　
　 毎月、第 4日曜日に市内の生物調査を行なっています。身近でもまだ知らない自然を一緒に探しませんか。
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●母子保健事業
とき ところ 事業名（受付時間） 対象者
7 木 四季健康館 10 か月児相談 (9:30 ～ 10:00） 美野里（平成 26 年 6月～ 8月 9日生）
12 火 玉里保健福祉センター 育児相談（9:30 ～ 11:00） 乳幼児と保護者
13 水 四季健康館 2歳児歯科健診 (13:00 ～ 13:30） 美野里（平成24年 11月～ 12月 20日生）
14 木 小川保健相談センター 1歳 6か月児健診 (13:00 ～ 13:30） 小川・玉里（平成 25 年 9月～ 10 月生）
15 金 四季健康館 ハローベビー教室：出産編（9:15～9:30）妊婦およびご家族　※要予約
22 金 四季健康館 ３歳児健診（13:00 ～ 13:30） 美野里（平成23年 11月～ 12月 25日生）
26 火 玉里保健福祉センター 4～ 5か月児健診（13:00 ～ 13:30） 小川・玉里（平成26年12月～平成27年1月生）
28 木 四季健康館 離乳食教室（9:45 ～ 10:00） 乳児と保護者　※要予約

●成人保健事業
とき ところ 事業名（受付時間） 対象者
7 木 玉里保健福祉センター こころのデイケア（9:30 ～ 10:00） ※事前登録（予約）制 /注 2
12 火 四季健康館 リハビリ教室 ※事前登録（予約）制 / 注 1
14 木 四季健康館 こころの健康相談（9:30 ～ 11:00） 要予約（こころの病気に関する心配事がある方）
19 火 四季健康館 リハビリ教室 ※事前登録（予約）制 / 注 1
21 木 四季健康館 こころのデイケア（9:30 ～ 10:00） ※事前登録（予約）制 /注 2
26 火 四季健康館 リハビリ教室 ※事前登録（予約）制 /注 1
28 木 小川保健相談センター こころの健康相談（9:30 ～ 11:00） 要予約（こころの病気に関する心配事がある方）

５月のほけんがいど月の けんがいど５５５５５５５５５５５５５５５月月月月月月月月月月月月月月月のののののののののののののののほほほほほほほほほほほほほほほけけけけけけけけけけけけけけけんんんんんんんんんんんんんんんがががががががががががががががいいいいいいいいいいいいいいいどどどどどどどどどどどどどどど５月のほけんがいど

※事前登録（予約）制・要予約の事業につきましては、各会場へお申し込み下さい。
注 1：脳血管疾患等の後遺症があり、機能訓練が必要な方（要介護認定者を除く）
注 2：こころの病気があり、グループ活動が可能な方

当番日
小川地区・美野里地区

当番日
小川地区・美野里地区 玉里地区

当番業者名・連絡先 当番業者名・連絡先 連絡先

4月 4日 ( 株 ) 出沼興業 ☎58-2467 5 月 2日 ( 株 ) 川名工務店 ☎46-0305

湖北水道
事業団
☎24-3232

4 月 5日 ( 株 ) スズヤ ☎46-0007 5 月 3日 ( 株 ) 広瀬商事 ☎53-0833

4 月 11 日 ( 株 )エイブルコーポレーション ☎47-0882 5 月 4日 ( 株 ) クボタ総建 ☎46-0006

4 月 12 日 ( 株 ) 内田工業 ☎54-0041 5 月 5日 ( 株 ) 出沼興業 ☎58-2467

4 月 18 日 ( 株 ) 岡建設 ☎58-3572 5 月 6日 ( 株 ) スズヤ ☎46-0007

4 月 19 日 ( 株 ) オカザキ ☎46-3930 5 月 9日 ( 有 ) 尾形工務店 ☎58-1701

4 月 25 日 亀山建設 ( 株 ) ☎58-2901 5 月 10 日 ( 株 ) 中村．建工 ☎49-1466

4 月 26 日 坪井林業 ( 有 ) ☎47-0707 5 月 16 日 金敷電設工業 ( 有 ) ☎48-0211

4 月 29 日 ( 有 ) 清司工務店 ☎48-2389 5 月 17 日 ( 有 ) 山口水工 ☎58-0129

5 月 23 日 ( 株 ) 大栄 ☎58-5851

5 月 24 日 ( 株 ) 勝樹設備 ☎48-3552

5 月 30 日 ( 有 ) 清司工務店 ☎48-2389

5 月 31 日 ( 株 ) 小林工業 ☎48-2375

平日の漏水当番については、お客
様サービスセンター（☎ 36-8811）
までお問い合わせください。

４月・５月の漏水修理当番４月・５月の漏水修理当番
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試験
種類 区分 試験日 試験地 予定試験会場 受験願書受付期間

甲種

乙種

第 1類
第 2類
第 3類
第 4類
第 5類
第 6類

丙種

A日程
6月 6日
( 土）

土浦市
ひたちなか市
鹿嶋市

土浦工業高等学校
茨城工業高等専門学校
鹿島高等学校

書面申請：4月 9日(木）～ 4月 27 日 ( 月）
電子申請：4月 6日(月）～ 4月 24 日 ( 金）

B日程
6月 28 日
( 日）

水戸市
日立市
筑西市

常盤大学
茨城大学工学部
下館工業高等学校

書面申請：5月 7日 (木）～ 5月 25 日 ( 月）
電子申請：5月 4日 (月）～ 5月 22 日 ( 金）

C日程
10 月 3日
( 土）

土浦市
ひたちなか市
鹿嶋市

土浦工業高等学校
茨城工業高等専門学校
鹿島高等学校

書面申請：7月 21日( 火）～ 8月   5 日 ( 水）
電子申請：7月 18日( 土）～ 8月   2 日 ( 日）

D日程
10 月 25日
( 日）

日立市
筑西市

茨城大学工学部
下館工業高等学校

書面申請：9月  1 日 ( 火）～ 9月16 日 ( 水）
電子申請：8月 29日 ( 土）～ 9月13 日 ( 日）

E日程
11 月 1 日
( 日）

水戸市 茨城大学
書面申請：9月  1 日 ( 火）～ 9月16 日 ( 水）
電子申請：8月 29日 ( 土）～ 9月13 日 ( 日）

F日程
平成 28 年  
2 月21日
( 日）

水戸市
つくば市

茨城大学
つくば国際会議場

書面申請：12 月 7日 (月）～  12月21日 ( 月）
電子申請：12 月 4日 (金）～12月18日 ( 金）

注１）試験日は変更になる場合があります。
            また、試験会場の入場人員等の関係で同一市内の別試験会場となることがあります。
注２）書面申請：願書による受験申請　　　　電子申請：インターネットからの受験申請　

【申込み先】一般財団法人　消防試験研究センター茨城県支部
【申請方法】１危険物取扱者試験→持参または郵送もしくは電子申請
　　　　　２消防設備士試験→持参または郵送もしくは電子申請
【受験願書等の常置場所】茨城県内の市町村消防本部   茨城県生活環境部消防安全課
　　　　　　　　　　　一般財団法人　消防試験研究センター茨城県支部
【問い合わせ先】　　　　水戸市笠原町 978-25　茨城県開発公社ビル４階　　　　　　　
　　　　　　　　　　　一般財団法人　消防試験研究センター茨城県支部
　　　　　　　　　　　☎：029-301-1150　FAX：029-301-6611
【電子申請に対する問い合わせ先】東京都千代田区霞ヶ関 1-4-2　大同生命霞ヶ関ビル 19 階
　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人　消防試験研究センター電子申請室
　　　　　　　　　　　　　　　専用電話　0570-07-1000（有料）

平成27年度危険物取扱者試験及び消防設備士試験のお知らせ
平成27年 1月28日　財団法人消防試験研究センターより

１  危険物取扱者試験
試験日、試験地、試験会場、試験種類および受験願書受付等は、次のとおり。

試験
種類 区分 試験日 試験地 試験会場 受験願書受付期間

甲種
特　類
第 1類

第 5類
 乙類
第 1類

第 7類

前期
8月 30 日
( 日）

水戸市
鹿島市

水戸啓明高等学校
鹿島高等学校

書面申請：6月 30 日 ( 火）～ 7月 15 日 ( 水）
電子申請：6月 27 日 ( 土）～ 7月 12 日 ( 日）

後期
平成 28 年
3月 5日
( 日）

水戸市 茨城大学

書面申請：
平成 28 年 1月  14 日 ( 木）～ 1月 27 日 ( 水）
電子申請：
平成 28 年 1月   11 日 ( 月）～ 1月 24 日 ( 日）

2  消防設備士試験
試験日、試験地、試験会場、試験種類および受験願書受付等は、次のとおり。

～

～
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119 番通報要領
　災害は、いつやって来るのか、誰にも予測できません。もしもあなたが 119 番通報をしなければならない
立場になった時、うまく通報できますか？そんなもしもの場合に備えて、正確な 119 番通報ができるように
手順を確認しておきましょう。通報するときは、あわてず、落ち着いて次の要領で通報してください。

消防本部 通報者
119 番です。
火事ですか？
救急ですか？

・火事です。

場所はどこですか？ ・小美玉市 ○○○○番地です。

何が燃えていますか？
・○○が燃えています。
　(何がどれくらい燃えている 
　のか詳しく教えてください。）

逃げ遅れた人やけがして
いる人はいませんか？

・逃げ遅れた人やけがして
　いる人はいません。(います。）

あなたの名前は？ ・小美玉　太郎です。
今かけている電話番号は？・○○－○○○○

消防本部 通報者
119 番です。
火事ですか？
救急ですか？

・救急です。

場所はどこですか？ ・小美玉市 ○○○○番地です。

どうしましたか？

・○○です。
・具合の悪い人がいます。
（年齢 ･性別・意識の有無等でき
るだけ詳しく教えてください。）

あなたの名前は？ ・小美玉　太郎です。
今かけている電話番号は？・○○－○○○○

火災のときの 119 番通報要領 救急車を要請するときの 119番通報要領

ワンポイントアドバイス
・１１９番通報するときは、あわてず、ゆっくり、はっきりと通報してください。
・住所をしっかり教えてください。
　もしわからないときは目印になる目標物 ( 近くのお店・工場等）を教えてください。
・消防署から電話をかけ直すときがありますので落ち着いて伝えてください。

落ち着いた通報ができるよう、119番メモを用意しておきましょう。

119 番　通報メモ
住所・建物名称

目標物

氏名

電話番号

◎ご不明な点などは、
小美玉市消防本部  通信指令室までご連絡下さい。
☎：0299-58-4541

１１９番です
火事ですか？
救急ですか？

区　　分 ２月中 累　　計
火　　災 0 3
救　　急 143 349 
急　　病 87 216 
交通事故 15 41
一般負傷 20 46
そ の 他 21 46

平成 27年火災発生・救急出場件数
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国が定めた除染基準は0.23マイクロシーベルト／
時を下回るものです。
市では、追加被ばく線量 ｢年間 1ミリシーベルト
以下｣ を目指して放射線対策に取り組んでいます。

　市内６３施設で、ガンマ線の空間線量を測定しま
した。測定の結果、放射線量の最高値と平均値は以
下の通りです。

※測定には「ＰＡ―１０００　Ｒａｄｉ（株式会社
　堀場製作所）」を使用しています。

【最高値】0.140 ／時（３月１１日計測）
【平均値】0.093 マイクロシーベルト

※　今後も定期的な測定を行い、ホームページにて
　公表するほか、市内各庁舎にも結果を掲示します。
　　なお、市ホームページにはより詳しい情報が掲
　載されています。　http://city.omitama.lg.jp/

　なお、保育園 ･幼稚園 ･小学校 ･運動公園の子ど
も広場は地表から５０ｃｍ、それ以外の施設は１ｍ
の位置で測定しています。

３月の環境放射線モニタ測定結果

【問い合わせ】 防災管理課　放射線対策係　☎：0299-48-1111（内線 1013･1014）

【検 査 件 数】学校給食：５８件　検出件数：０件
【検出下限値】１０Ｂｑ／ｋｇ　使用機器：ＴＮ３００Ｂベクレルモニター
　２月の測定結果では、基準値を上回る放射性物質は検出されませんでした。
　市では、給食食材及び市民持込の市内産農産物の放射能測定を行っています。測定結果は市ホームページ
で公表されています。

【問い合わせ】 学校給食課　☎：0299-56-4855

給食素材放射能測定結果（２月測定分）

引越しの際は、住民票の異動も忘れずに！
住民票の異動の届出
（転出届・転入届・転居届など）は、国民健康
保険、国民年金、選挙人名簿への登録などにつ
ながる大切な手続きです。　

★マイナンバー制度導入の３つのメリット
①行政の効率化　～手続きが正確で早くなる～
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、
手続きがスムーズになります。
②国民の利便性の向上　～面倒な手続きが簡単に～
申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省
略できるようになります。
③公平・公正な社会の実現
　～給付金などの不正受給の防止～
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくな
り、不正受給を防止できます。

※マイナンバーは、「社会保障」「税」「災害対策」
　の手続きの際に必要となる重要な番号です。

正確な住所の登録が必要です！
入学・就職・転勤等で引越しをされ、住所
を異動される方は、住所変更の届出を行っ
てください。

今年 10 月以降、「マイナンバー」が住民票
の住所に通知されます。

【引越し前に】
転出届を出して
転出証明書を受け取る

【引越しした日から14日以内に】
転出証明書を添えて
転入届を提出

◎他の市区町村に引越しする場合

◎小美玉市内で引越しする場合
【引越しした日から14日以内に】
転居届を提出

引越し前の
市区町村

引越し先の
市区町村

【問い合わせ】
市民課
　☎：0299-48-1111（内線 1112）

↓
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茨城どまんなかよさこい祭り！茨城どまんなかよさこい祭り！
空のえき「そ・ら・ら」にて開催します。
県内から、水戸藩 YOSAKOI 連をはじめ有名チーム多数集結 !!
【日　程】4月 12 日（日）
【時　間】10：00 ～ 15：00( 荒天中止）
【共　催】茨城よさこい連絡会＆小美玉よさこい

ぼくも応援に行くよ！

　労働基準監督官は、労働基準関係法令に基づいてあ
らゆる職場に立ち入り、法に定める基準を事業主に守
らせることにより、労働条件の確保・向上、働く人の
安全や健康の確保を図り、また、不幸にして労働災害
にあわれた方に対する労災補償の業務を行うことを任
務とする厚生労働省の専門職員です。

【受験資格】
①昭和 60年 4月 2日～平成 6年 4月 1日生まれの者
②平成 6年 4月 2日以降生まれの者で次に掲げる者
⑴大学を卒業した者および平成 28年 3月までに大
学を卒業する見込みの者
⑵人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると認め
る者

【試　験　日】
第１次試験：６月７日（日）
第２次試験：７月 15日（水）～７月 17日（金）の
　　　　　　うち指定された日
　　　　　　※大学卒業程度の試験内容
【申し込み】
・インターネット申込受付期間
４月１日（水）～４月 13日（月）受信有効
インターネット申込専用アドレス
〔http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html〕
※インターネット申込ができない場合は、茨城労働
局または最寄りの労働基準監督署、公共職業安定
所などにて受験申込書を入手し、申込先へ郵送ま
たは持参してください。
なお、郵送・持参の受付期間は４月１日（水）～
４月２日（木）と短くなっていますので注意して
ください。

【問い合わせ】
茨城労働局総務部総務課　☎：029-224-6211
または、最寄りの労働基準監督署まで

　水戸財務事務所では、財務省の総合出先機関とし
て、地域の皆さまからの相談を、無料で受け付けて
おります。一人で悩まずご相談ください。
【連絡先】
財務省  関東財務局  水戸財務事務所
借金の返済でお悩みはありませんか？
☎：029-221-3190
　　（平日 8：30～ 12：00・13：00～ 16：30）
だまされないで！詐欺的な投資勧誘！（未公開株、
社債、ファンド）
☎：029-221-3195
　　（平日 8：30～ 12：00・13：00～ 17：00）

【と　き】５月 16日（土）  9：30 ～ 12：30
【電　話】☎：029-228-0600
　　　　☎：029-228-0602
【回答者】ケアマネージャー、ケースワーカー、
　　　　医療・福祉団体のスタッフ
【相談料】無料
【お受けする相談内容】
医療や介護サービスの利用で困っていること、費用
や保険料負担で困っていること、負担軽減策など。
【主　催】茨城県社会保障推進協議会

平成 27年度  労働基準監督官を募集します 水戸財務事務所では無料相談窓口を設置しています

国保・医療・介護なんでも電話相談室

２月末現在の小美玉市内の事故発生状況
　　　　　　　　　（前年比）
○発生件数　　３２件（＋　１）
○死　者　数　　　０名（　　０）
○負傷者数　　４０名（＋　２）
○物損件数　２０１件（＋１７）

※平成２７年１月１日からの累計件数

石岡警察署からのお知らせ
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※日曜日、祝日の開局薬局（調剤）については、
　石岡薬剤師会のホームページをご覧ください。
　（http://ishiokayakuzai.blog.fc2.com）

人口と世帯数（平成２７年３月１日現在）

世帯数………………………２０，３１５戸（－　９）

　男　………………………２６，８０９人（－１５）

人　口………………………５２，８３１人（－２４）

　女　………………………２６，０２２人（－　９）

※住民基本台帳法の改正により、平成２４年９月から
外国人住民も含んだ数値になっています。

（　　）は前月比

４４月月 休日診療当番医（外科）
◆受付　９：００～１１：３０・１３：００～１５：３０
日 場　　所 住　　所 電話番号

5 石岡市医師会病院 石岡市大砂 10528-25 22-4321

12 石岡市医師会病院 石岡市大砂 10528-25 22-4321

19 石岡市医師会病院 石岡市大砂 10528-25 22-4321

26 八郷整形外科内科病院 石岡市東成井 2719 46-1115

29 石岡循環器科脳神経外科病院 栗又四ケ 1768 － 29 58-5211

４月２１日
１３：３０～１５：３０
玉里総合支所　２階　相談室
大山　進　相談委員

４月２２日
１３：３０～１５：３０
小川総合支所　１階　会議室
村尾　實　相談委員

４月２３日
１３：３０～１５：３０
小美玉市役所　２階　第３会議室
石﨑　渡　相談委員

【問い合わせ】市長公室　秘書広聴課　広報広聴係☎：0299-48-1111　内線 1212

国の仕事に関する苦情・要望などの相談を伺います。
相談は無料で秘密は厳守されます。予約は不要です。

次回お知らせ版５月号の発行日は４月２３日（木）です。

緊急診療（石岡市医師会病院内）２３－３５１５

休日
5・12・19・26・29
◆受付　　９：００～１１：３０
　　　　１３：００～１５：３０

夜間 4・5・11・12・18・19・25・26・29
◆受付　１８：００～２１：３０

４４月月 緊急診療（内科・小児科）

【問い合わせ】市長公室　秘書広聴課　広報広聴係☎：0299-48-1111　内線 1212

より豊かで魅力あるまちづくりのための意見を、
市長に直接お話ししてみませんか？

と　き　４月２２日（水）１０：００～１２：００
ところ　本庁２階　第２会議室

　　　※対話は１人３０分程度でお願いします。
　　　※事前にご予約をお願いします。

４月　８日※
５月　７日　

社会福祉協議会小川支所
☎：58-5102

４月１５日　
５月１３日※

社会福祉協議会美野里支所
（四季健康館内）
☎：36-7330

４月　１日　
４月２２日※

社会福祉協議会本所
☎：37-1551

悩んでいること、困っていることなどがありましたら、
お気軽にご相談ください。
相談は無料です。
相談内容：健康、医療、教育、福祉、財産等について
※は弁護士が相談に応じます。事前にご予約ください。
【時間】１３：３０～１６：３０（お１人様２０分）

４月の納税・納付

・介護保険料　第１期（暫定）

（※納期限は、４月３０日です）

・固定資産税　第１期

～税や料金などの納付は口座振替が便利です～
口座振替は納付忘れや納付場所に行く手間が省けます

行政書士無料相談会
【開催日】４月２１日（火）１３：００～１６：００
　　　　予約は不要です。
　　　　（受付順・相談は１人３０分程度でお願
　　　　（いします。）
【場所】市役所本庁舎　１階ロビー
【相談内容】遺産分割・相続・遺言関係の相談や
土地活用、国籍、各種契約などに関すること
（必要に応じ、行政書士以外の専門家、専門機関
の紹介なども行います）
【相談員】茨城県行政書士会水戸支部　会員
【問い合わせ】水戸支部事務局　木村　☎：029-251-3101


